
 

北海道歯科保健医療推進計画（素案）のポイント  

具体の施策 ポイント
■　歯科保健医療の推進
（１）むし歯の予防  
　 　 ① 保 育 所 ・ 小 学 校 等 に ○　永久歯のむし歯予防として有効なフッ化物洗口の推進。 

お け る フ ッ 化 物 洗 口  
の推進  

　 　 ② 乳 幼 児 ・ 児 童 生 徒 が ○　乳幼児歯科健診等の母子歯科保健事業の従事者に対する資質の向上の
定 期 的 に 歯 科 健 診 ・ 推進。 
保 健 指 導 を 受 け る 機  
会の確保  

　 　 ③ 幼 児 期 に お け る フ ッ ○　乳歯のむし歯予防として有効なフッ化物塗布の推進及びフッ化物配合
化 物 利 用 （ フ ッ 化 物 歯磨剤の適切な利用にかかる普及。 
塗布、フッ化物配合  

　　　歯磨材）の普及  
 ＜令和１７年度の成果目標＞

 項　目 現　行 素　案
（Ｐ7～12） むし歯のない１２歳児の増加 ６０．３％ ９０．０％

（２）歯周病の予防  
　 　 ① 定 期 的 な 歯 科 健 診 ・ ○　事業所における歯科健康診査の促進や道民に対する歯・口腔の疾患と

適 切 な 保 健 指 導 を 受 全身の関連性等に関する普及啓発。 
ける機会の確保  

  
　 　 ② 歯 周 病 と 糖 尿 病 、 喫 ○　糖尿病等の全身疾患に関わる医科歯科連携の推進。 

煙 、 全 身 疾 患 に 関 わ  
る医科歯科連携の推進  

　　  
　 　 ③ か か り つ け 歯 科 医 に ○　道民及び地域保健の関係者に対して、かかりつけ歯科医を持ち、定期

よ る 定 期 検 診 と プ ロ 的に歯科受診することの重要性を普及啓発。 
フ ェ ッ シ ョ ナ ル ケ ア  
の推進  

 ＜令和１７年度の成果目標＞
 項　目 現　行 素　案
 ２０～３０歳代で歯肉に炎症 ２０．３％ １５．０％以下 
 所見を有する者の割合の減少

 過去１年間に歯科健診を受診 ４１．０％ ７０．０％以上 
（Ｐ12～16） した人の割合（２０歳以上）

（３）高齢期の歯科保健医療の推進  
　 　 ① 高 齢 者 の 口 腔 機 能 の ○　オーラルフレイル（※）を予防するため、高齢者の適切な歯科治療や

維持・向上の推進 定期的な歯科健診の受診促進、介護予防に取り組むよう普及啓発。 
 　　※「オーラルフレイル」 
 　　　老化に伴う様々な口腔の状態（歯数・口腔衛生・口腔機能など）の変化に、

 口腔の健康への関心の低下や心身の予備能力低下も重なり、口腔の脆弱性が増

 加し、食べる機能障害へ陥り、さらにはフレイルに影響を与え、心身の機能低

 下にまでつながる一連の現象および過程 
  

②医療・介護等の関連 ○　歯科医療従事者が多職種と連携し、口腔の観点からの食支援や専門的
領 域 ・ 関 係 職 種 間 連 助言等をできるよう資質向上を推進。 
携の推進  

 ＜令和１７年度の成果目標＞
 項　目 現　行 素　案
 ８０歳で２０本以上の歯を有す    ４６．５％    ７５．０％

（Ｐ17～21） る人の割合

（４）障がい者（児）、要介  
護者への歯科保健医療  
の推進  

　 　 ① 障 が い 者 歯 科 医 療 協 ○　障がい者歯科医療協力医・協力歯科衛生士養成のための実地研修等を
力医・協力歯科衛生士 実施し、協力医・協力歯科衛生士の確保と資質向上を推進。 
の確保と歯科保健医療  
ネットワークの充実 ＜令和１７年度の成果目標＞

 項　目 現　行 素　案
　 　 ② 入 院 患 者 や 在 宅 療 養 北海道障がい者歯科医療協力医・ ７５市町村 ９０市町村 

者等に対する医科歯科 協力歯科衛生士のいる市町村数
連携等の推進 

 
（Ｐ21～25）


